
事務連絡

平成お� 6年� 3月� 11日

動物際薬品検家所企画連絡室長激

農林水路省消費・安全Jlld� 義安全管理線jl1<it7
薬事躍を視指導波長

薬事法第� 2条第� 14項に規定する指定薬物淡び!司法第� 76条の� 4に規定する医

療理事の湾途をJEめる省令の一部改定について{施行滋知)

このことについて、威主主労義語守建設農薬食品総長より別添写しのとおり滋知があったので、

お知らせする。
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議長食発� o 3 0 6第� 5 .~号

平成�  26年� 3 月� 6

農林7J<il遂省消善寺・安全局長 殿

選手袋労働省医薬食品局長

{公印省慾)

薬務:治禁容� 2'il長潟 14壌に規定する指定薬物及び同法第76条の� 4に

規定する盟主事翼線の沼途を定める省令の一部改I廷について(施行通知)

薬事法務� 2$決策14壌に規定する指定薬物等については、薬事法第� 2条第14療

に規定する指定薬物及びj司法第76条の� 41こ規定する控室療毒事の用途を定める省令

{平成3吉年潔慾労働省令第14号〉においてZざめているととろである。

ヌド反、薬事法第 2~義務 14漢に去量定する務定築物及t1Ji'iJ告を努 16条の 4 に綴定す

る医療毒事の熊途~完投め Q1ぎ令の-~誌を改正する省令{平成26年厚生労働省令第 

18号)が公布されたことに伴い、各都道府県知事、� 4子保鎗所設置市長及び各特

別区長宛てに、!iJIJ添者詳しのとおり通知したので、� .ji変織におかれては、御ア先日の

上、関係機関に周知1ぢれるようお願いする。



事
市長

知

霊

祭

設

長

忠
則
所
区

道

健

別

務
保
脇
村

各

⑤ 
薬食発 o:~ 06務� 2者手

!JL主主 26年� 3 JJ 6 鈎

1
1
?
j
i
l
l
-
ノ

薬事法第�  2条第}4)楽に規定する翁定薬物及びj湾法第16条の� 4に

妓定する医療等の潟途安定める令書4訟の…務改正について〈施行透j詩的

ヘ

薬事法(怒李1135去手法律第145勢。以下� f徐j という。)第� 2条第14項に規定

する指定薬物等については、草案者詳法第2条第14壌に規定する指定薬物及び間総

務76条の� 41<:議定する医療毒事の用途安定める省令(平成19年厚生労働省令第14

彩}において定めています。

本問、薬事法第2条第14漢に規定する指定築物及び同法第76条の� 4に規定す

る医療君事の用途を定める省令の一昔日常i:JtI院する省令(平成26年厚生労働省令第� 

18号。以下「改正省令Jという。)がiJlJ添のとおり公布さ切れましたので、下総

について御了知の上、関係各jj笛に対TQ潟知ど適切な指導についてお願いlfl
:L，.J二げます。� 

a持タ

言記

1.指定築物の指定，

(1)新たに指定された物質

次に掲げる� 10物質について、中脳神経P誌の9専務若しくは抑制又は幻覚り

作用(当該作用の維持又は強化の作用校舎む。)を有する蓋然性が開く、

かっ、人の身体に使用おれた場合に保健衛生上の危害が発生するおそれが

あると認められたことから、法第 2~長多彩 14攻に規定する指定薬物として指

定したB 

f
i
i
i
i
i
i
i
L
 

殿

厚生労働省医薬食品局長

{公印省賂}



① 	 2一� (3，4ージクロロフェニノレ)ー� 2ー(ピベリジンー� 2ーイル)酢酸メ

チノレエステル及びその塩類� 

② 	 1一� (2，3ージヒドロベンゾフランー� 5ーイル)プロパン---'-2ーア

ミン及びその塩類� 

③ 	 1ー� (3，4ージメトキシフェニノレ)-2ー(ピロリジン-1 イノレ)ペン

タンー� 1ーオン及びその塩類� 

@ 	 2ー(2，5ージメトキシフェニノレ)-Nー (2ーメトキシベンジル)

エタンアミン及びその塩類� 

⑤ 	 N一(ナフタレンー� 1 イル)� -1ーベンチノレー� lHーイシダゾール� 

-3ーカノレボキサミド及びその塩類� 

⑥ 	 1ーフェニル-2ー(ピペリジン-1 イル)ブタン� 1ーオン及び

その塩類� 

⑦ 	 1ーフェニルー� 2一〈ピロリジンー� 1ーイル)オクタンー� 1ーオン及

びその塩類� 

③ 	 2ー� (4ーブロモー� 2，5ージメトキシフェ三ル)'-Nー(2ーメト

キシベンジノレ)エタンアミン及びその塩類� 

⑨ Nーメチルインダンー� 2ーアミン及びその塩類� 

⑮ 	 (Z) -，-Nー� [3ー� (2ーメトキシエチル)� -4，5ージメチルチア

ゾーノレー� 2 (3 H) ーイリデン]ー� 2，2，3，3ーテトラメチルシク

ロプロパンカルボキサミド及びその塩類� 

(2).指定された物質を含む物 

( 1 )に掲げる物質のいずれかを含有する物(ただし、元来これらの物

質を含有する植物を除く。)は指定薬物であり、規制の対象となる。� 

2. 医療等の用途の規定

上記1.に示した物質について、次に掲げる用途を法第76条の� 4に規定す

る医療等の用途として定めた。

(1)次に掲げる者における学術研究文は試験検査の用途，� 

① 国の機関� 

② 地方公共団体及びその機関� 

③ 	 学校教育法(昭和22年法律第26号)第� 1条に規定する大学及び高等専

門学校並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第� 2条第4項に

規定する大学共同利用機関� 

④ 	 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第� 2条第� 1項に規定す

る独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第� 2

条第� 1項に規定する地方独立行政法人



( 2 )法声高695経費i4項に規定する試験の，用途� 

( 3 )法然76~長の 6~事 1 攻に規定する検査の用途

(品〉悲喜界綾織の湾途 

(5) (1)から{品)~までに掲げる渇途のほか、以下の表の左機に掲げる物

にあっては、布機iζ事務げるよ習途� 

N…メチルインダン-2ーアミン、!元素又i主化合物に化学反応をと起こ� d
その主義類及びこれらを含有する物� iせる用途� 

(6) (1)から(5)までに掲げる用途のほか、厚生労働大図が人の身体に

対?と3危害警の発生を伴うおそれがないと認めた用途� 

3.織行期日

公布の日(平成26年� 3月� 6日)から起算して30Sを経過した日{平成26嘉手� 

4 JJ 5悶)から織行する。� 

4. g支援4省令の施行に当たっての留意事項

(1)本詩文羽生存 4 J.I1おから、「薬事法及び薬剤師法の一部品と改正T.::5総徐J

〈平成25塁手法律然1031苦)の一部が施行され、指定薬物の所持者事が禁止議

れるため、研究者及びその他の者が、� 1 に示した物質也、 2. (1) か

あ(5) ~まぜに掲げる用途以外の用途に供するために所持レどいる話番岩手に
は、改定幸吉1>-の施行泊以降、規制の対象となることから、施行日前までに

殺事態績を廃楽するよう指導されたい。なお、当該物質を廃楽ずみと� iきは、
終郊による方法毒事き話量産物質を思奴することが慰難となるような方法で行う

よう絡事撃されたい。� 

(2) (1).の場合において、務究、業務等のまとめさき該物質ぞと継続して殺り毅

うことを必要どする務長きがある場合 iこは、施行湾総までに、~霊安殿議設につ

いて、成金労働大告さにより� 2. (6)に掲げる汚途であることの磯総役得

るよう指導tされたい。なお、この確認を得.Qための手続については� f築家

法務� 2条第14壌に規定する指定薬物及び民法第76条の4に線建ずる医療考察

のm泌を定める省令の制定について(渥知)J (平成19&f.2 J.I28潟付け薬

?を発議;0228006号厚生労働省医薬食品局長通知}の別紙� f指定護憲物に係る

援を療毒事の用途についてj第� 3の� 2に準じて行うよう指導されたい0・� 

( 3 )放五省令の続行日以降に1.に示した物質の所持等を発見した場合f立、

所要警の絢3証役代い、十状況に応じた措置をとられたい。
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